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平成２２年 ９月 １日

事 業 主 行 動 計 画

島根県中小企業団体中央会

職員が仕事と子育てを両立させることができ、また、子育てをしない職員を

含めた職員全員が働きやすい環境をつくることによって、総ての職員がその能

力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間 平成２２年 ９月 １日から平成２５年 ８月３１日

２．内 容

目標１ ・・・計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする

男性職員・・・取得率２０％以上とすること

女性職員・・・取得率８０％以上を維持すること

対 策

●平成２２年９月～ 育児休業対象者に対して、育児休業推進チーム（課

長補佐以上）を設置し、業務内容、業務態勢の見直

しや代替要員の確保など育児休業を取得しやすい環

境作りを行う

●平成２２年９月～ 男性の育児参加の必要性の周知と仕事と育児の両立

支援についての啓発活動

●平成２２年度～ 主として課長補佐以上に制度の周知・啓発の実施

目標２ ・・・妊娠中や産休・育休復帰後の職員のための相談窓口を設置する

対 策

●平成２２年９月～ 相談員を引き続き（財）２１世紀職業財団等が実施

する研修会等に参加させる。

●平成２３年１月～ 相談員に対し、実際を想定した予行演習等を行う。

目標３ ・・・年次有給休暇の取得日数を一人当たり平均年間１５日以上とす

る

対 策

（ ）●平成２２年９月～ 年次有給休暇取得の取得率の低さ 現状平均１０日

の原因を把握する。

●平成２３年１月～ 計画的取得に向けて管理職に対する研修を年１回開

催する

●平成２３年４月～ 各課において年次有給休暇の取得計画を策定する

●平成２３年４月～ 全員協議会などで計画的取得に向けて周知を図る



 

行 動 計 画 策 定 
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妊 娠 中 や 出 産 後 の 女 性 労 働 者 の 健 康 の 確 保 に つ い て 、労 働 者 に 対 す る 制 度 の 周 知 や

情 報 提 供 及 び 相 談 体 制 の 整 備 の 実 施  
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次の措置の実施  

男性の育児休業取得を促進するための措置の実施  
労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周

知  
育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し  
育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供  
育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し  

育 児・介 護 休 業 法 に 基 づ く 育 児 休 業 等 、雇 用 保 険 法 に 基 づ く 育 児 休 業 給 付 、労 働 基

準 法 に 基 づ く 産 前 産 後 休 業 な ど 諸 制 度 の 周 知  
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年 次 有 給 休 暇 の 取 得 の 促 進 の た め の 措 置 の 実 施 
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